
わ
が
国
に
仏
教
が
伝
来
し
て
約
半
世
紀
後
公
認
さ
れ
る
と
、
大
陸
の
文
化
は
あ
た
か
も
堰
の
切
れ
た
大
河
の
よ
う
に
、
朝
鮮
半
島
を
経
て
わ

が
国
に
流
入
し
て
来
た
。
医
師
や
薬
物
に
詳
し
い
人
た
ち
が
朝
鮮
よ
り
渡
来
し
、
一
方
、
わ
が
国
か
ら
も
留
学
す
る
と
い
う
状
態
で
、
ち
ょ
う

ど
明
治
初
期
に
お
け
る
欧
米
文
化
の
流
入
に
も
似
た
盛
況
を
呈
し
た
。

奈
良
時
代
に
入
る
と
、
仏
教
は
国
家
の
振
興
の
た
め
に
お
お
い
に
利
用
さ
れ
、
こ
れ
に
伴
い
仏
教
文
化
も
非
常
に
栄
え
た
。
医
療
に
つ
い
て

も
従
来
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
加
持
祈
祷
の
ほ
か
に
薬
物
療
法
が
行
わ
れ
た
の
で
、
科
学
と
し
て
の
医
学
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
時
代
と
も
い

わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
は
も
う
一
度
よ
く
見
直
す
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

著
者
は
朝
鮮
仏
教
と
わ
が
国
の
仏
教
と
の
関
係
を
、
従
来
の
説
に
と
ら
わ
れ
ず
に
検
討
し
、
『
続
日
本
紀
』
に
よ
っ
て
奈
良
時
代
の
医
療
を

詳
細
に
調
査
し
た
結
果
、
奈
良
時
代
の
医
療
は
従
来
唱
え
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
薬
物
が
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
、
そ
れ

に
つ
い
て
報
告
す
る
。

わ
が
国
に
伝
来
し
た
仏
教
の
、
従
来
紹
介
さ
れ
て
い
る
内
容
を
承
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
も
の
が
教
理
を
中
心
に
し
た
も
の
で
、
実
際
に
民
衆

一
わ
が
国
に
渡
来
し
た
仏
教
の
性
格

奈
良
時
代
の
医
療
の
実
態

和
曜
垂
鍾
罐
一
衰
霧
濤
平
成
元
年
十
一
月
二
十
五
日
受
付

杉
田
暉
道
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（
一
）

杉
山
は
イ
ン
ド
か
ら
中
央
ア
ジ
ア
を
経
て
中
国
に
伝
来
し
、
さ
ら
に
日
本
に
渡
来
し
た
仏
教
の
性
格
の
変
貌
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

か
つ
て
ガ
ン
ジ
ス
河
流
域
の
農
耕
社
会
の
な
か
で
、
平
等
観
に
た
っ
て
、
人
間
の
真
実
の
幸
福
と
は
な
に
か
を
説
い
て
ま
わ
っ
て
発
生

し
た
仏
教
は
、
中
国
へ
の
流
伝
に
あ
た
り
、
す
で
に
帝
王
君
主
の
国
師
の
資
格
で
、
僧
侶
が
活
動
す
る
変
容
ぶ
り
を
示
し
て
い
る
。
魏
・

晋
・
六
朝
時
代
を
通
じ
て
、
各
地
に
散
在
し
た
王
侯
の
た
め
に
富
国
強
兵
策
を
新
来
の
知
識
技
術
で
指
導
し
た
の
が
、
西
域
ま
た
は
天
竺

（
イ
ン
ド
）
よ
り
や
っ
て
来
て
い
た
僧
侶
た
ち
の
姿
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
思
想
や
哲
学
的
思
考
に
熟
達
し
た
思
想
家
、
宗
教
者
で

あ
っ
た
よ
り
も
、
あ
た
か
も
明
治
新
政
府
の
お
雇
い
外
人
の
よ
う
に
、
東
ア
ジ
ア
圏
で
は
成
熟
し
た
博
物
学
的
知
識
の
問
屋
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
文
化
的
価
値
体
系
や
そ
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
な
差
が
激
し
け
れ
ば
激
し
い
ほ
ど
、
そ
の
流
通
伝
播
の
形
態
は
即
物
的
に
み
え
や
す

い
。
聖
明
王
の
も
た
ら
し
た
仏
教
、
仏
像
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
東
ア
ジ
ア
圏
の
百
科
全
書
的
知
識
の
運
搬
物
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

を
も
っ
と
も
よ
く
知
っ
て
い
た
の
が
蘇
我
氏
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

キ
ラ
ギ
ラ

し
た
が
っ
て
当
時
の
大
和
民
族
は
、
渡
来
し
た
仏
教
に
つ
い
て
「
相
貌
端
厳
し
い
仏
像
や
難
解
な
経
文
よ
り
も
、
そ
の
偶
像
を
造
形
化
す
る

た
め
の
表
現
技
術
や
素
材
の
面
白
さ
に
ひ
か
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
経
文
の
装
飾
に
使
わ
れ
た
軸
木
や
峡
の
形
式
の
新
し
さ
、
さ
ら
に
は
実
生

活
に
役
立
つ
実
利
的
な
知
識
体
系
、
建
築
技
術
、
天
文
暦
法
、
医
薬
知
識
か
ら
始
ま
っ
て
、
上
流
貴
族
の
視
聴
覚
、
嗅
覚
や
触
覚
さ
え
驚
か
せ

（
一
一
）

楽
し
ま
せ
る
美
術
、
仏
教
音
楽
、
衣
装
の
類
に
至
る
ま
で
即
物
的
魅
力
の
虜
と
な
っ
た
の
も
十
分
想
像
で
き
る
」
と
、
杉
山
は
述
べ
て
い
る

が
、
著
者
も
ま
っ
た
く
同
感
で
あ
る
。

た
い
。

が
仏
教
の
も
つ
ど
の
内
容
を
受
け
入
れ
た
の
か
と
い
う
、
現
実
的
な
面
に
つ
い
て
の
紹
介
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
著
者
は
こ
れ
を
明
ら
か
に
し

仏
教
の
公
伝
は
紀
元
五
三
八
年
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
朝
鮮
三
国
か
ら
の
渡
来
人
に
よ
っ
て
仏
教
が
伝
え
ら
れ
た
こ
と
は
多
く
の
研
究
者

二
飛
鳥
仏
教
お
よ
び
そ
の
文
化
と
朝
鮮
渡
来
人

、
ノ２／
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僧
尼
も
朝
鮮
渡
来
人
が
大
勢
を
占
め
、
「
飛
鳥
、
白
鳳
時
代
の
仏
教
家
の
指
導
者
は
、
朝
鮮
半
島
か
ら
来
た
人
か
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
渡
来

系
出
身
者
が
大
部
分
で
す
」
「
飛
鳥
寺
、
ま
た
は
法
隆
寺
な
ど
で
中
心
的
、
指
導
的
な
役
割
を
果
し
て
い
た
の
は
、
百
済
や
高
句
麗
僧
だ
っ
た

ド
ソ
ネ

ニ
ジ
ニ
ソ
ウ
カ
ソ
仁
ク
エ
カ
ン

の
で
す
」
と
、
仏
教
史
家
田
村
の
説
を
紹
介
し
て
い
る
。
事
実
、
百
済
・
新
羅
・
高
句
麗
か
ら
曇
恵
・
道
探
。
恵
慈
・
恵
聡
。
観
勒
・
慧
灌
・

道
蔵
ら
が
渡
来
し
、
や
が
て
日
本
人
の
中
か
ら
僧
侶
が
出
る
よ
う
に
な
る
と
、
お
お
い
に
活
動
し
た
も
の
に
帰
化
人
の
出
身
者
が
多
く
、
智
蔵

（
五
）

（
禾
田
氏
）
・
道
融
（
波
多
氏
）
・
道
昭
（
船
氏
）
ら
が
あ
げ
ら
れ
る
。

さ
ら
に
聖
徳
太
子
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
「
十
七
条
憲
法
」
お
よ
び
「
三
経
義
疏
」
は
、
太
子
一
人
の
手
に
な
る
も
の
で
な

く
、
朝
鮮
渡
来
の
高
度
な
学
問
集
団
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
断
じ
た
。
そ
れ
は
、
当
時
の
大
和
政
権
に
は
、
朝
鮮
渡
来
人
以
外
に

こ
れ
ら
を
担
当
で
き
る
水
準
を
も
つ
学
者
の
存
在
が
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。

つ
い
で
仏
像
製
作
に
つ
い
て
は
「
当
時
の
仏
像
作
者
は
、
ほ
と
ん
ど
中
国
お
よ
び
朝
鮮
か
ら
の
帰
化
人
、
な
い
し
帰
化
人
の
子
孫
で
あ
っ

た
」
と
述
べ
た
美
術
史
家
久
野
の
言
を
紹
介
し
て
い
る
。

以
上
記
し
た
こ
と
か
ら
、
飛
鳥
仏
教
お
よ
び
そ
の
文
化
は
、
渡
来
集
団
の
高
度
な
思
想
や
技
術
に
よ
っ
て
成
立
し
得
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
飛
鳥
仏
教
文
化
は
わ
が
国
の
大
地
に
移
植
さ
れ
た
朝
鮮
仏
教
文
化
で
あ
っ
た
、
と
結
ん
で
い
る
。

（
二
一
）

日
本
文
化
と
朝
鮮
渡
来
人
』
お
よ
び
胃

ま
ず
、
寺
院
の
建
築
に
つ
い
て
は
、
昔

の
は
す
べ
て
朝
鮮
渡
来
の
技
術
者
や
、
Ｚ

寺
な
ど
は
そ
の
代
表
的
な
寺
院
で
あ
る
。

に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
初
め
は
自
分
の
居
住
地
を
中
心
に
私
伝
の
形
式
で
信
仰
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
公
認
さ
れ
飛
鳥
時
代
に
な
る
と

多
く
の
朝
鮮
渡
来
人
に
よ
っ
て
朝
鮮
仏
教
お
よ
び
朝
鮮
文
化
が
流
入
し
、
わ
が
国
の
文
化
の
発
展
に
大
き
な
役
割
を
果
し
た
。
こ
れ
を
『
古
代

（
三
）
（
四
）

日
本
文
化
と
朝
鮮
渡
来
人
』
お
よ
び
『
日
本
の
歴
史
妬
』
（
週
刊
朝
日
百
科
）
に
よ
っ
て
瞥
見
し
よ
う
。

ま
ず
、
寺
院
の
建
築
に
つ
い
て
は
、
草
堂
か
ら
壮
大
な
寺
院
建
立
の
段
階
に
入
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
大
伽
藍
建
築
を
指
導
し
た

ハ
チ
オ
カ
デ
ラ

の
は
す
べ
て
朝
鮮
渡
来
の
技
術
者
や
、
そ
の
系
譜
に
連
な
る
人
び
と
で
あ
っ
た
。
法
興
寺
、
法
隆
寺
、
四
天
王
寺
、
蜂
岡
寺
、
百
済
寺
、
巨
勢
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奈
良
仏
教
は
、
飛
鳥
仏
教
と
異
な
り
、
国
家
仏
教
の
色
彩
が
は
っ
き
り
と
し
、
律
令
的
政
治
支
配
が
色
濃
く
な
り
、
氏
寺
か
ら
国
家
の
官
寺

へ
と
変
り
、
僧
尼
に
対
す
る
国
家
の
保
護
と
統
制
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
時
代
の
仏
教
は
、
「
唐
仏
教
を
負
欲
に
摂
り
容

れ
つ
つ
、
そ
の
背
景
と
主
流
は
、
新
羅
仏
教
と
朝
鮮
渡
来
人
僧
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
た
と
思
え
る
」
と
權
は
述
べ
、
同
様
の
こ
と
を
井
上

（
一
ハ
）

も
記
し
て
い
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
行
基
（
高
志
氏
）
・
義
淵
（
市
往
氏
）
・
智
光
（
鋤
田
氏
）
・
道
慈
（
額
田
氏
）
・
良
弁
（
百
済
氏
）
・
慶

ゴ
ン
ソ
ウ

俊
（
葛
井
氏
）
・
勤
操
（
秦
氏
）
・
慈
訓
（
船
氏
）
ら
は
渡
来
人
出
身
で
あ
る
。
ど
う
し
て
僧
侶
に
は
渡
来
人
が
多
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
井
上
は

（
五
）

渡
来
人
は
仏
教
受
容
に
便
宜
な
条
件
を
備
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
著
者
は
、
当
時
の
日
本
人
は
文
化
の
程
度
が
か
な
り
低
か
っ
た
た

め
に
仏
教
思
想
な
ど
の
高
度
な
思
想
や
技
術
を
十
分
に
理
解
で
き
る
能
力
を
も
っ
て
い
る
者
が
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

飛
鳥
文
化
に
お
け
る
渡
来
系
仏
師
の
活
躍
に
は
前
述
の
ご
と
く
刮
目
す
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
伝
統
は
天
平
文
化
に
も
受
け
継
が
れ

ク
ニ
ノ
ナ
カ
ノ
ム
ラ
ー
シ
キ
こ
、
マ
ロ

た
。
東
大
寺
大
仏
の
造
仏
長
官
で
あ
り
「
大
仏
師
」
と
称
え
ら
れ
た
人
物
に
、
国
中
連
公
麻
呂
が
あ
る
。
彼
は
百
済
渡
来
人
で
あ
る
。
ま
た
、

イ
ナ
ベ
ノ
モ
モ
ヨ

（
四
）

大
仏
造
立
の
工
人
の
な
か
に
新
羅
系
の
猪
名
部
百
世
ら
の
名
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
日
本
に
伝
来
し
た
仏
教
の
性
格
お
よ
び
こ
れ
が
わ
が
国
に
公
伝
し
て
か
ら
奈
良
時
代
ま
で
の
変
遷
と
そ
れ
に
付
随
し
た
仏
教
文
化
の
発

展
に
つ
い
て
概
観
し
た
が
、
こ
れ
ら
を
ゑ
て
わ
か
る
こ
と
は
、
わ
が
国
の
仏
教
と
仏
教
文
化
の
当
時
の
発
展
は
、
い
か
に
朝
鮮
渡
来
人
の
働
き

に
大
き
く
依
存
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
来
、
わ
が
国
の
仏
教
の
発
展
に
お
い
て
は
、
中
国
仏
教
の
受
容
に
負
う
と
こ
ろ
が
き
わ

め
て
大
き
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
朝
鮮
仏
教
に
つ
い
て
は
、
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
。
今
後
は
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
十
分
に
改
め
る

必
要
の
あ
る
こ
と
を
こ
こ
に
示
し
た
。
と
同
時
に
当
時
の
日
本
人
の
文
化
程
度
は
渡
来
人
に
比
較
し
て
き
わ
め
て
低
く
、
落
差
が
大
き
か
っ
た

と
い
う
こ
と
も
わ
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
奈
良
時
代
の
医
療
の
実
態
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
き
わ
め
て
重
要
な
根
底
と
な
る
の
で
あ
る
。

て
い
る
。

三
奈
良
仏
教
お
よ
び
そ
の
文
化
と
朝
鮮
渡
来
人
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奈
良
時
代
の
医
療
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
ま
ず
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
鑑
真
の
行
っ
た
治
療
で
あ
る
。
彼
の
来
日
に
つ
い
て
の
経
過

お
よ
び
来
日
後
の
業
績
に
つ
い
て
は
『
続
日
本
紀
』
巻
二
十
四
、
淳
仁
天
皇
天
平
宝
字
七
年
五
月
六
日
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
の
口

（
七
）

語
訳
を
杉
山
が
行
っ
て
い
る
の
で
そ
れ
を
紹
介
す
る
。

お
な
く
な
り

え
ら
い
ぼ
う
さ
ん

大
和
上
鑑
真
が
物
故
な
さ
れ
た
。
和
上
は
揚
州
龍
興
寺
の
大
徳
で
、
博
く
経
や
論
に
渉
り
研
究
し
、
も
っ
と
も
戒
律
に
精
し
か
つ

こ
う
わ
い
し
ど
う
し
や
よ
う
え
い

た
。
江
准
の
間
で
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
化
主
と
い
わ
れ
た
。
天
宝
二
載
に
留
学
僧
栄
叡
業
行
ら
が
和
上
に
面
会
し
て
申
し
上
げ
る
こ
と
に

「
仏
法
が
東
流
し
て
日
本
に
や
っ
て
来
ま
し
た
。
そ
の
教
法
は
あ
り
富
す
が
、
人
が
戒
律
を
伝
授
で
き
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
も
し
幸
い

和
上
が
東
の
日
本
国
に
こ
ら
れ
た
ら
教
化
を
お
願
い
し
た
い
も
の
で
す
」
と
あ
っ
た
。
そ
の
懇
願
す
る
言
辞
も
熱
心
で
諄
左
と
請
う
て
や

ま
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
揚
州
で
船
を
購
入
し
て
航
海
に
入
っ
た
。

と
こ
ろ
が
途
中
で
疾
風
に
遭
い
漂
流
し
て
い
る
う
ち
船
が
打
破
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
和
上
は
一
心
に
念
仏
を
唱
え
人
び
と
も
皆
そ
れ
に

依
頼
し
て
死
を
免
か
れ
た
の
だ
っ
た
。
天
宝
七
載
に
ま
た
更
に
渡
海
を
試
み
た
が
風
浪
に
遭
難
し
て
、
日
南
郡
に
漂
着
し
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
時
栄
叡
を
失
っ
て
、
彼
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
和
上
は
悲
し
み
の
余
り
失
明
し
て
し
ま
っ
た
。

勝
宝
四
年
、
日
本
遣
唐
使
が
た
ま
た
ま
唐
に
通
聰
に
赴
い
た
時
、
業
行
が
勧
誘
し
た
と
こ
ろ
和
上
は
積
年
の
宿
志
を
打
ち
明
け
た
の

で
、
遂
に
弟
子
廿
四
人
と
副
使
大
伴
宿
禰
古
麻
呂
の
船
に
便
乗
し
て
日
本
国
に
来
た
。
東
大
寺
に
安
置
供
養
さ
れ
た
。
時
に
勅
が
あ
っ
て

一
切
経
論
の
校
正
を
ま
か
さ
れ
た
。
と
い
う
の
も
往
々
誤
字
が
あ
っ
て
諸
本
が
皆
同
じ
間
違
い
が
あ
っ
て
、
こ
れ
を
匡
正
す
る
こ
と
が
で

よ
い
わ
る
い

き
な
い
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
和
上
は
こ
れ
ら
の
経
論
を
多
く
暗
語
し
て
い
て
雌
黄
を
決
定
で
き
た
。

薑
ち
が
え

ま
た
諸
の
薬
物
を
と
り
真
偽
を
判
定
し
た
。
そ
の
薬
物
を
一
つ
一
つ
鼻
で
嗅
ぎ
分
け
て
万
に
一
つ
も
錯
失
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い

ぐ
わ
い
が
わ
る
い
き
き
め

う
。
聖
武
皇
帝
は
和
上
を
師
と
し
て
受
戒
さ
れ
た
。
皇
太
后
の
不
預
の
で
医
薬
を
調
進
し
た
と
こ
ろ
効
験
が
あ
っ
た
の
で
、
大
僧
正
の

四
鑑
真
の
治
療
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に
わ

位
を
授
け
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
俄
か
に
僧
綱
の
任
務
が
煩
雑
な
の
で
、
改
め
て
大
和
上
の
号
が
授
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
備
前
国
水
田
一
百

町
が
施
与
さ
れ
、
ま
た
新
田
部
親
王
の
旧
宅
が
施
入
さ
れ
そ
こ
を
戒
院
と
定
め
た
。
今
の
招
提
寺
が
そ
れ
で
あ
る
。
和
上
は
あ
ら
か
じ
め

き
ち
ん
と
す
わ
り
に
こ
や
か
に
お
な
く
な
り

死
期
を
予
期
し
て
、
そ
の
時
に
な
っ
て
端
坐
し
怡
然
と
遷
化
な
さ
れ
た
。
時
に
年
七
十
七
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
鑑
真
は
弟
子
思
託
・
栄
叡
に
支
え
ら
れ
、
失
明
、
老
齢
を
も
の
と
も
せ
ず
、
数
度
の
海
難
に
も
堪
え
て
来
日
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
医
師
と
し
て
種
為
の
薬
物
を
鼻
で
か
ぎ
分
け
、
一
回
も
間
違
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
薬
効
に
つ
い
て
の
具
体
策
を
講

じ
、
皇
太
后
の
病
気
を
も
治
し
て
、
名
医
と
し
て
鑑
真
の
名
声
を
天
下
に
広
め
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
日
が
た
つ
に
つ
れ
て
、
弟
子
た
ち
の
間
の
反
目
や
、
僧
侶
社
会
で
の
競
争
暗
闘
が
激
し
く
な
り
、
加
う
る
に
孝
謙
帝
と
光
明
子
を

ギ
ュ
ウ
ジ

軸
点
と
す
る
女
性
の
牛
耳
る
腐
敗
堕
落
の
政
界
と
な
っ
た
た
め
に
、
当
時
の
為
政
者
は
彼
を
十
分
に
認
識
で
き
ず
に
、
東
大
寺
か
ら
唐
招
提
寺

に
移
し
て
し
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
事
実
、
『
続
日
本
紀
』
巻
二
十
一
、
天
平
宝
字
二
年
八
月
一
日
に
次
の
記
事
が
み
ら
れ
る
（
杉
山
の
口
語

訳
に
よ
る
）
。

き
よ

そ
れ
大
僧
都
鑑
真
和
上
は
戒
行
う
た
た
潔
く
し
て
白
頭
変
ぜ
ず
、
遠
く
信
海
を
渉
っ
て
吾
が
国
に
帰
化
さ
れ
た
。
号
し
て
大
和
上
と
云

腎
わ
ず
ら
わ
し
さ

い
恭
敬
供
養
し
た
。
政
治
向
き
の
煩
雑
躁
狼
に
あ
え
て
老
人
の
和
上
に
苦
労
か
け
ま
い
と
、
僧
綱
の
任
務
か
ら
解
放
し
た
方
が
よ
ろ
し
か

ろ
う
と
決
し
た
。
た
だ
、
諸
寺
の
僧
尼
を
集
め
て
、
戒
律
を
勉
強
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
和
上
に
属
さ
せ
て
習
学
さ
せ
な
さ
い
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
政
府
に
よ
っ
て
鑑
真
は
僧
綱
に
関
す
る
任
務
が
一
切
解
か
れ
、
唐
招
提
寺
で
の
戒
律
の
活
動
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か

（
八
）

る
。
そ
し
て
こ
こ
に
は
彼
の
医
師
と
し
て
の
活
動
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
鑑
真
は
唐
招
提
寺
に
移
っ

て
か
ら
は
医
術
を
ほ
と
ん
ど
行
わ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

天
平
勝
宝
八
年
六
月
二
十
一
日
、
光
明
皇
后
が
亡
く
な
っ
た
聖
武
天
皇
の
冥
福
を
祈
る
た
め
に
、
天
皇
の
御
遺
愛
品
を
東
大
寺
に
納
め
ら
れ

五
正
倉
院
薬
物
に
つ
い
て
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従
来
唱
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
奈
良
時
代
に
疾
病
の
治
療
に
お
い
て
薬
物
が
か
な
り
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
な
ら
、
こ
れ
を

も
っ
と
も
多
く
用
い
た
階
級
は
皇
室
関
係
で
あ
る
９
な
ぜ
な
ら
ば
、
奈
良
時
代
の
都
市
文
化
や
貴
族
文
化
の
繁
栄
は
、
中
央
政
府
や
貴
族
階
級

に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
、
全
国
的
な
傾
向
で
は
な
か
っ
た
。
農
業
生
産
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
進
歩
的
な
農
工
具
や
農
法
は
貴
族

階
級
の
手
中
に
あ
っ
て
、
一
般
農
民
に
は
そ
の
恩
恵
は
及
ば
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
農
民
は
貢
租
・
労
役
。
兵
役
な
ど
の
過
重
な
義
務
負
担

に
苦
し
桑
、
ま
す
ま
す
貧
窮
化
し
、
大
陸
文
化
の
模
倣
の
恩
恵
に
浴
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
て
、
そ
の
生
活
は
ほ
と
ん
ど
前
代
と
変
ら
な
か

た
。
こ
れ
が
今
日
の
正
倉
院
御
物
で
あ
る
。
こ
の
な
か
に
数
多
く
の
薬
物
が
含
ま
れ
て
お
り
、
当
時
の
貴
重
な
薬
品
で
あ
っ
た
。
清
水
の
研
究

の
一
七
種
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
は
晴
唐
以
後
の
医
書
、
例
え
ば
千
金
方
、
外
台
秘
要
等
に
始
め
て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
畢

溌
、
胡
椒
、
阿
麻
勒
、
奄
麻
羅
、
紫
鉱
、
呵
梨
勒
の
六
種
は
、
遠
く
南
洋
諸
国
か
ら
イ
ン
ド
、
。
ヘ
ル
シ
ァ
、
ア
ラ
ビ
ア
地
方
に
か
け
て
の

産
物
で
、
中
国
に
も
産
せ
ず
、
珍
重
す
べ
き
薬
品
で
あ
っ
た
。
ま
た
現
存
す
る
桂
心
、
厚
朴
、
龍
骨
、
大
黄
、
雷
丸
、
紫
鉱
、
巴
豆
、
無

食
子
、
遠
志
、
人
参
、
甘
草
の
如
き
は
現
在
市
場
の
最
良
品
で
あ
っ
て
、
当
時
の
最
も
貴
重
な
漢
薬
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
あ
り
、
当
時
の
政
府
が
い
か
に
外
国
か
ら
多
数
の
良
薬
を
入
手
す
る
の
に
熱
心
だ
っ
た
か
が
よ
く
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
薬
品
は
、
森

（
一
○
）

の
克
明
な
研
究
に
よ
る
と
、
天
平
勝
宝
八
年
、
天
平
宝
字
二
年
、
同
三
年
、
同
五
年
、
同
八
年
、
宝
亀
十
年
、
天
応
元
年
の
七
回
、
正
倉
院
か

ら
出
蔵
さ
れ
、
疾
病
の
治
療
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
が
、
疾
病
や
疫
病
に
ど
れ
ほ
ど
効
果
が
あ
っ
た
か
は
、
明
ら
か
で
は
な
い
。

（
九
）

に
よ
れ
ば
、

六
「
続
日
本
紀
』
に
み
ら
れ
る
皇
室
関
係
の
治
療

朴
消
、
大
一

雲
母
、
戎
塩

正
倉
院
六
○
種
の
中
、
漢
方
医
学
の
聖
典
と
称
せ
ら
れ
る
傷
寒
論
、
金
置
要
略
に
記
す
る
所
謂
古
方
薬
品
は
、

朴
消
、
大
一
禺
余
狼
、
寒
水
石
、
禺
余
糧
、
龍
骨
、
鬼
臼
、
赤
石
脂
、
巴
豆
、
厚
朴
、
桂
心
、
先
花
、
人
参
、
大
黄
、
甘
草
、
芒
消
、
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の
六
件
で
、
そ
の
割
合
は
二
七
・
三
％
で
三
○
％
に
満
た
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
皇
室
関
係
の
治
療
に
お
い
て
さ
え
も
薬
物
に
よ
っ
て
治
療

す
る
も
の
は
決
し
て
多
く
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

次
に
同
じ
く
『
続
日
本
紀
』
に
つ
い
て
、
一
○
ヵ
国
以
上
の
国
に
疫
病
が
流
行
し
た
場
合
を
諸
国
流
行
と
考
え
て
政
府
の
対
処
方
法
に
つ
い

＊
一
一

て
検
討
す
る
と
、
疫
病
が
諸
国
に
流
行
し
た
例
が
一
○
件
み
ら
れ
た
。
こ
の
う
ち
医
薬
が
施
さ
れ
た
も
の
は
、

（
一
一
）
（
一
一
一
）

っ
た
。
そ
こ
で
『
続
日
本
紀
』
に
よ
っ
て
奈
良
時
代
の
皇
室
関
係
の
治
療
状
況
を
詳
細
に
検
討
し
た
。
そ
の
成
績
は
二
二
件
の
治
療
例
が
見
出

木
一

さ
れ
た
。
こ
の
な
か
で
薬
物
を
用
い
て
治
療
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、

巻
十
一
、
聖
武
天
皇
、
天
平
五
年
五
月
二
十
六
日
に
、
「
皇
后
が
病
気
に
か
か
ら
れ
た
の
で
、
百
方
療
治
す
る
も
効
果
な
し
。
」
と
あ
り
、

巻
十
七
、
聖
武
天
皇
、
天
平
十
九
年
十
二
月
十
四
日
に
、
「
太
上
天
皇
が
病
気
に
か
か
ら
れ
た
の
で
蕊
医
薬
療
治
す
る
も
そ
の
効
果
が
現

七
『
続
日
本
紀
』
に
み
ら
れ
る
疫
病
の
諸
国
流
行
の
際
の
治
療

巻
三
十
六
、
光
仁
天
皇
、
天
応
元
年
三
月
二
十
五
日
に
、
「
朕
が
病
気
に
か
か
っ
た
の
で
、
医
療
を
加
え
た
が
、
効
果
が
現
わ
れ
な
い
。
」

Ｊ

巻
三
十
五
、
光
仁
天
皇
、
宝
亀
九
年
三
月
二
十
日
に
、
「
皇
太
子
が
病
気
に
か
か
ら
れ
た
の
で
、
医
療
を
加
え
た
が
、
ま
だ
恢
復
し
な
い
。
」
８

”
・
‐
、
ノ
－
‐
、

く

巻
十
九
、
孝
謙
天
皇
、
天
平
勝
宝
六
年
七
月
十
三
日
に
、
「
太
皇
太
后
が
病
気
に
か
か
ら
れ
た
の
で
、
百
方
救
療
し
た
が
、
ま
だ
恢
復
し

巻
十
九
、
孝
謙
天
皇
、
天
平
勝
宝
五
年
四
月
十
五
日
に
、
「
皇
太
后
が
病
気
に
か
か
ら
れ
た
の
で
、
医
薬
を
用
い
て
治
療
し
た
が
、
恢
復

と
あ
る
。

と
あ
り
、

な
い
。
」
と
あ
り
、

わ
れ
な
い
。
」
と
あ
り
、

し
な
か
っ
た
。
‐
一
と
あ
り
、
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著
者
は
奈
良
時
代
の
医
療
の
実
態
を
、
従
来
の
説
に
と
ら
わ
れ
ず
に
正
し
く
把
握
し
た
い
と
考
え
て
、
ま
ず
朝
鮮
渡
来
人
の
飛
鳥
時
代
の
文

化
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
朝
鮮
文
化
の
移
入
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
に
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と

巻
三
十
三
、
光
仁
天
皇
、
宝

な
い
者
が
多
い
。
」
と
あ
る
。

の
三
件
で
、
薬
物
の
恩
恵
に
浴
す

な
っ
た
。

二
、
薬
物
の
恩
恵
に
も
っ
と
も
あ
ず
か
る
こ
と
の
で
き
る
皇
室
関
係
の
治
療

三
、
庶
民
の
治
療
の
例
と
し
て
疫
病
が
諸
国
に
流
行
し
た
際
の
治
療

を
詳
細
に
調
査
し
た
。
そ
の
結
果
、
従
来
い
わ
れ
て
い
る
ほ
ど
治
療
に
薬
物
が
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
加
持
祈
祷
が
重
要
な
治
療
方
法
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
っ
た
。

つ
い
で
奈
良
時
代
の
医
療
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
『
続
日
本
紀
』
を
中
心
に
し
て
、

八
ま
と
め

一
、
鑑
真
の
業
績

巻
三
、
文
武
天
皇
、
慶
雲
二
年
の
最
後
の
と
こ
ろ
に
、
「
是
の
年
諸
国
廿
が
飢
疫
し
た
の
で
医
療
を
加
え
た
。
」
と
あ
り
、

巻
十
二
、
聖
武
天
皇
、
天
平
九
年
四
月
十
九
日
に
、
「
大
宰
官
内
の
諸
国
に
疫
瘡
が
流
行
し
て
多
く
の
百
姓
が
死
ん
だ
の
で
、

う
と
同
時
に
湯
薬
を
与
え
て
治
療
さ
せ
た
。
」
と
あ
り
、

巻
三
十
三
、
光
仁
天
皇
、
宝
亀
五
年
四
月
十
一
日
に
、
「
天
下
諸
国
疫
病
に
か
か
っ
た
者
が
多
い
の
で
、
医
療
を
加
え
た
が
、

薬
物
の
恩
恵
に
浴
す
る
民
衆
は
多
く
な
か
っ
た
。

祈
祷
を
行

ま
だ
治
ら
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資
料

＊
一
『
続
日
本
紀
」
に
承
ら
れ
る
皇
室
関
係
の
治
療

巻
二
、
文
武
天
皇
、
大
宝
二
年
十
二
月
十
三
日

太
上
天
皇
不
豫
。
天
下
に
大
赦
す
。
一
百
人
の
出
家
を
度
し
、
四
畿
内
を
し
て
金
光
明
経
を
講
ぜ
し
む
。

巻
七
、
元
正
天
皇
、
養
老
元
年
十
一
月
十
七
日

ミ
ノ
ブ
ハ
ノ
ア
ン
グ
ウ

ダ
ギ

天
皇
、
詔
し
て
曰
く
、
朕
、
今
年
九
月
を
以
て
美
濃
国
不
破
行
宮
に
到
る
。
留
連
す
る
こ
と
数
日
因
っ
て
当
耆
郡
多
度
山
の
美
泉
を
覧
て
、
自
ら
手
面

を
あ
ら
ふ
に
皮
盧
滑
か
な
る
が
如
し
、
ま
た
痛
処
を
洗
ふ
に
除
愈
せ
ざ
る
こ
と
な
し
。
朕
の
躬
に
あ
り
て
甚
だ
そ
の
験
あ
り
。
ま
た
就
き
て
こ
れ
を
飲

コ
ト
ゴ
ト

象
浴
す
る
者
は
、
或
は
白
髪
の
黒
に
反
り
、
或
は
頽
髪
の
さ
ら
に
生
じ
、
或
は
闇
目
の
明
か
な
る
が
如
し
。
自
余
の
瘤
疾
、
威
く
詮
な
平
愈
せ
り
。

巻
八
、
元
正
天
皇
、
養
老
四
年
八
月
一
日

シ
ン
シ
ツ

右
大
臣
正
二
位
藤
原
朝
臣
不
比
等
病
む
。
度
三
十
人
を
賜
ふ
。
詔
し
て
曰
く
、
右
大
臣
正
二
位
藤
原
朝
臣
、
痂
疾
漸
く
留
り
て
寝
膳
安
か
ら
ず
。
朕
、

文
献

（
一
）

（
二
）

（
ち
杉
山
二
郎
『
大
仏
以
後
」
七
六
１
く
七
七
頁
、
学
生
社
、
東
京
、
一
九
八
六
（
昭
和
六
十
一
年
）
。

（
◇
前
掲
（
七
）
一
二
四
’
一
二
六
頁
。

（
ご
朝
比
奈
泰
彦
編
『
正
倉
院
薬
物
』
一
○
八
頁
、
植
物
文
献
刊
行
会
、
大
阪
、
一
九
五
五
（
昭
和
三
十
年
）
。

（
一
ｓ
前
掲
（
七
）
二
六
○
’
二
六
三
頁
。

（
二
）
渡
辺
実
『
日
本
食
生
活
史
」
四
八
頁
、
吉
川
弘
文
館
、
東
京
、
一
九
八
四
（
昭
和
五
十
九
年
）
。

（
三
）
林
陸
朗
校
注
訓
訳
『
続
日
本
紀
』
巻
一
’
四
十
、
現
代
思
潮
社
、
東
京
、
一
九
八
六
（
昭
和
六
十
一
年
）
’
一
九
八
八
（
昭
和
六
十
三
年
）
。

（
一
〈
）

（
一
一
豆
權
又
根
『
古
代
日
本
文
化
と
朝
鮮
渡
来
人
』
九
三
７
１
一
○
二
頁
、
雄
山
閣
、
東
京
、
一
九
八
八
（
昭
和
六
十
三
年
）
。

（
ｇ
『
日
本
の
歴
史
妬
』
（
週
刊
朝
日
百
科
）
、
五
八
ｊ
Ｉ
六
四
頁
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
七
（
昭
和
六
十
二
年
）
。

三
）
井
上
薫
『
行
基
』
二
二
、
’
一
三
一
頁
、
吉
川
弘
文
館
、
東
京
、
一
九
八
七
（
昭
和
六
十
二
年
）
。

『
日
本
の
歴
史
妬
』
（
週
計

井
上
薫
『
行
基
』
二
二
、

前
掲
（
三
）
一
○
八
頁
。

杉
山
二
郎
『
大
仏
建
一

前
掲
（
一
）
六
二
頁
。

『
大
仏
建
立
』
六
○
’
六
一
頁
、
学
生
社
、
東
京
、
一
九
八
六
（
昭
和
六
十
一
年
）
。

（10） 124



イ
ゾ

疲
労
を
見
て
心
に
側
隠
す
。
そ
の
平
復
を
思
ふ
も
、
計
出
る
と
こ
ろ
な
し
。
宜
し
く
天
下
に
大
赦
し
て
以
て
所
患
を
救
ふ
く
し
。
養
老
四
年
八
月
一
日

ソ
ク
イ
ン

イ
ケ
ッ
シ
ヨ
ウ

ゲ
ン
卜

午
の
時
以
前
の
大
辞
罪
已
下
、
罪
軽
重
と
な
く
、
已
発
覚
・
未
発
覚
・
已
結
正
・
未
結
正
・
繋
因
の
見
徒
・
私
鋳
銭
お
よ
び
盗
人
並
び
に
八
虐
の
常
赦

ウ
マ

ヘ
キ
イ

イ

シ
ン
ジ
ユ
ツ

ミ
ソ
カ

に
免
ぜ
ざ
る
所
も
威
な
悉
く
赦
除
す
。
そ
の
廃
疾
の
徒
、
自
存
す
る
能
は
ざ
る
者
に
は
量
り
て
賑
仙
を
加
ふ
。
因
て
長
官
を
し
て
親
自
ら
慰
問
せ
し

ジ
ン
ゴ

め
、
湯
薬
を
量
り
給
し
て
、
勤
め
て
寛
優
に
従
は
し
む
。
僧
尼
も
ま
た
同
じ
。
壬
午
。
都
下
の
四
十
八
寺
を
し
て
、
一
日
一
夜
に
薬
師
径
を
読
ま
し

む
。
官
戸
十
一
人
を
免
じ
て
良
と
な
し
、
奴
脾
一
十
人
を
除
き
て
官
戸
に
従
は
し
む
。
右
大
臣
の
病
を
枚
は
ん
が
た
め
な
り
。

巻
八
、
元
正
天
皇
、
養
老
五
年
十
二
月
六
日

ピ
リ
ウ

太
上
天
皇
弥
雷
。
天
下
に
大
赦
し
、
都
下
の
諸
寺
を
し
て
転
経
せ
し
む
。

巻
九
、
聖
武
天
皇
、
神
亀
三
年
六
月
十
五
日

‐
ホ
ウ
ジ
ヨ
ウ

オ
ン
タ
メ

キ
シ

太
上
天
皇
不
豫
。
天
下
諸
国
を
し
て
放
生
せ
し
む
。
丁
卯
。
太
上
天
皇
の
奉
為
に
僧
二
十
八
人
・
尼
二
人
等
を
度
す
。
癸
巳
。
詔
し
て
曰
く
、
太
上
天イツ

皇
の
不
豫
、
梢
く
こ
序
を
経
た
り
。
宜
し
く
天
下
に
大
赦
し
て
痂
疾
の
徒
に
湯
薬
を
量
り
給
ふ
く
し
、
と
。
甲
午
。
僧
十
五
人
・
尼
七
人
を
度
す
。
乙

キ
チ
ュ
ウ

十
ン
ク
メ

未
。
使
を
遣
し
て
、
幣
帛
を
石
成
・
葛
木
・
住
吉
・
賀
茂
等
の
神
社
に
奉
ら
し
む
．
八
月
癸
丑
・
太
上
天
皇
の
奉
為
に
釈
迦
像
並
び
に
法
華
経
を
造
写

ピ

イ
ハ
ナ
リ

オ
ハ
ヨ
シ

し
誼
る
。
価
て
薬
師
寺
に
於
て
斎
を
設
く
⑳

巻
十
、
聖
武
天
皇
、
神
亀
五
年
八
月
二
十
一
日イ

エ

ア
ラ
ザ

ゲ
ダ
ッ

ウ
ヤ
マ
ヒ

勅
す
ら
く
、
皇
天
子
の
寝
病
、
日
を
経
て
癒
ず
。
三
宝
の
威
力
に
非
る
よ
り
臆
何
ぞ
能
く
患
苦
を
解
脱
せ
ん
・
弦
に
因
り
て
、
敬
て
観
世
音
菩
薩
像
一

百
七
十
七
躯
並
び
に
経
一
百
七
十
七
巻
を
造
り
て
、
礼
仏
転
経
し
、
一
日
行
道
せ
ん
。
此
の
功
徳
に
縁
り
て
平
復
を
得
ん
と
欲
す
。
又
勅
す
ら
く
、
天

マ

下
に
大
赦
し
、
以
て
患
ふ
所
を
救
ふ
く
し
。
そ
の
犯
八
虐
お
よ
び
官
人
の
法
を
任
げ
て
財
を
受
け
、
監
臨
の
主
守
自
ら
盗
尭
監
臨
す
る
所
を
盗
尭

ワ
ヅ
ラ
、

セ
ッ
ト
ウ

強
盗
・
穎
盗
の
財
を
得
る
、
常
赦
の
免
ぜ
ざ
る
所
の
者
は
並
び
に
赦
の
限
り
に
あ
ら
ざ
れ
、
と
。

巻
十
一
、
聖
武
天
皇
、
天
平
五
年
五
月
二
十
六
日

サ
ン

勅
す
ら
く
、
皇
后
枕
席
安
か
ら
ざ
る
こ
と
己
に
年
月
を
経
た
り
。
百
方
療
治
す
る
も
未
だ
そ
の
可
な
る
を
見
ず
。
斯
の
煩
苦
を
思
ひ
て
寝
と
痕
と
を
忘

ヘ
キ

ユ
ル

れ
た
り
。
天
下
に
大
赦
し
て
此
の
病
を
救
済
す
べ
し
。
天
平
五
年
五
月
二
十
六
日
の
昧
爽
よ
り
以
前
の
大
群
已
下
、
常
赦
の
免
ぜ
ざ
る
所
も
皆
悉
に
原

ス
ナ
ワ

ゴ
ウ
セ
ッ

し
放
ち
、
そ
の
反
逆
井
に
縁
坐
の
流
の
類
は
便
ち
軽
重
に
随
ひ
て
降
せ
。
但
し
強
議
二
盗
は
免
の
例
に
あ
ら
ざ
れ
、
と
。

巻
十
二
、
聖
武
天
皇
、
天
平
八
年
七
月
十
四
日

オ
モ
ホ

オ
ン
タ
メ

詔
し
て
曰
く
、
比
来
、
太
上
天
皇
寝
膳
安
か
ら
ず
。
朕
甚
だ
側
隠
す
。
平
復
せ
ん
こ
と
を
思
欲
す
。
宜
し
く
奉
為
に
一
百
人
を
度
し
、
都
下
の
四
大
寺

コ
ノ
コ
ロ

を
し
て
七
日
行
道
せ
し
む
く
し
。
ま
た
京
畿
内
お
よ
び
七
道
諸
国
の
百
姓
井
び
に
僧
尼
の
病
あ
ら
ん
物
に
は
湯
薬
・
食
狼
を
給
せ
よ
。
高
年
百
歳
以
下
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巻
十
六
、
聖
武
天
皇
、
天
平
十
七
年
九
月
十
九
日

メ

イ
‐
ケ
タ

天
皇
不
豫
な
り
。
平
城
・
恭
仁
の
留
守
に
勅
し
て
、
宮
中
を
固
守
せ
し
む
。
悉
く
孫
王
ら
を
追
し
て
難
波
宮
に
詣
ら
し
め
、
使
を
遣
し
て
平
城
宮
の
鈴

を
取
ら
し
む
。
ま
た
京
師
・
畿
内
の
諸
寺
お
よ
び
諸
の
名
山
浄
処
を
し
て
薬
師
悔
過
の
法
を
行
は
し
む
．
幣
を
奉
り
て
賀
茂
・
松
尾
等
の
神
社
に
祈
祷

コ
ウ
ジ
ユ
ツ

し
、
諸
国
を
し
て
有
す
る
所
の
膳
・
鵜
を
並
び
に
以
て
放
ち
去
ら
し
む
。
三
千
一
△
日
人
を
度
し
て
出
家
せ
し
む
。
甲
戌
、
播
磨
守
正
五
位
上
阿
倍
朝
臣

虫
麻
呂
を
し
て
、
幣
帛
を
八
幡
神
社
に
奉
ら
し
む
。
京
師
お
よ
び
諸
国
を
し
て
、
大
般
若
経
合
せ
て
一
百
部
を
写
し
、
ま
た
薬
師
仏
の
像
七
躯
高
さ
六

尺
三
寸
な
る
を
造
り
、
井
び
に
経
七
巻
を
写
さ
し
む
。

巻
十
七
、
聖
武
天
皇
、
天
平
十
九
年
十
二
月
十
四
日

。
ノ
ゴ
ロ

ゲ
ン
サ
ク

勅
す
ら
く
、
頃
者
、
太
上
天
皇
枕
席
安
か
ら
ざ
る
こ
と
や
や
弦
朔
を
経
た
り
。
医
薬
療
治
す
る
も
未
だ
効
験
を
見
ず
。
宜
し
く
天
下
に
大
赦
す
べ
し
。

コ
ト
ゴ
ト

ゴ
ウ
セ
ツ

天
平
十
九
年
士
一
月
十
四
日
の
昧
爽
よ
り
以
前
の
大
辞
罪
以
下
威
く
赦
除
せ
よ
。
但
し
八
虐
・
故
殺
人
・
私
鋳
銭
・
強
穎
二
盗
の
常
赦
に
免
ぜ
ざ
る

所
の
者
は
赦
の
限
り
に
あ
ら
ざ
れ
、
と
。

巻
十
八
、
孝
謙
天
皇
、
天
平
勝
宝
三
年
十
月
廿
三
日

イ
ヨ
イ
ヲ

マ

ソ
ク
イ
ン

詔
し
て
曰
く
、
皇
后
、
寝
膳
安
か
ら
ず
、
弥
々
疲
労
を
益
す
。
朕
、
此
の
苦
を
見
て
、
情
甚
だ
側
隠
す
。
宜
し
く
天
下
に
大
赦
し
て
病
患
を
救
済
す
へ

イ
ヌ

ヘ
キ

コ
ト
ゴ
ト

し
。
天
平
十
一
年
二
月
廿
六
日
戌
の
時
よ
り
以
前
の
、
大
辞
罪
以
下
お
よ
び
八
虐
、
常
赦
の
免
ぜ
ざ
る
所
の
者
も
威
く
こ
れ
を
赦
除
す
。
そ
の
廃
痒

ヨ
ツ

の
徒
、
自
存
す
る
能
は
ざ
る
者
に
は
量
り
て
賑
伽
を
加
ふ
。
価
て
長
官
を
し
て
親
し
く
自
ら
慰
問
し
て
湯
薬
を
量
り
給
は
し
む
。
僧
尼
も
亦
同
じ
。
千幸

ン
七

や
ン
、
〆

ア
エ

モ
方
夕

辰
“
勅
す
ら
く
、
二
月
廿
六
日
の
赦
書
に
云
く
、
敢
て
赦
前
の
事
を
以
て
告
げ
言
す
者
は
其
の
罪
を
以
て
こ
れ
を
罪
せ
ん
、
と
。
宜
し
く
暫
く
停
む
く

シ
パ
ラ

ホ
シ
イ
マ
マ

ユ
ル

し
。
若
し
百
姓
、
心
に
私
愁
を
懐
き
て
披
陳
せ
ん
と
欲
す
る
者
は
盗
に
こ
れ
を
聴
せ
。
巡
察
使
、
宜
し
く
事
に
随
ひ
て
問
知
し
、
状
を
具
さ
に
し
て

ツ
プ

録
し
奏
す
べ
し
。
赦
書
に
依
り
て
告
人
を
罪
す
る
こ
と
勿
れ
、
と
。

巻
十
六
、
聖
武
天
皇
、
天
平
十
七
年
九
月
十
七
日

コ
ノ
コ
ロ

ヤ
ヤ
ジ
ニ
ン
ジ
ッ
ノ
オ
モ
エ
ラ
ク

カ
力

勅
す
ら
く
、
朕
、
頃
者
、
枕
席
安
か
ら
ず
、
梢
旬
日
に
延
ぶ
。
以
為
、
治
道
失
す
る
こ
と
あ
り
て
、
民
多
く
罪
に
罹
れ
り
。
宜
し
く
天
下
に
大
赦
す
べ

ゴ
ト
ゴ
ト

カ
ン
カ
ケ
イ
ド
ク

シ
ン
シ
ツ

し
。
常
赦
の
免
ぜ
ざ
る
所
も
威
く
こ
れ
を
漱
除
せ
よ
。
そ
の
年
八
十
以
上
お
よ
び
鰈
寡
惇
独
井
び
に
疹
疾
の
徒
の
自
存
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
者
に

シ
ン
ジ
ユ
ツ

は
、
賑
仙
を
量
り
加
へ
よ
、
と
。

カ
ン
カ
ケ
イ
ド
ク

に
は
穀
人
ご
と
に
四
石
、
九
十
以
上
に
は
一
二
石
、
八
十
以
上
に
は
二
石
、
七
十
以
上
に
は
一
石
。
鰈
寡
惇
独
・
廃
疾
・
篤
疾
に
自
存
す
る
こ
と
能
は
ざ

シ
ン
ジ
ユ
ツ

る
物
に
は
、
所
司
量
り
て
賑
仙
を
加
へ
よ
、
と
。

巻
十
三
、
聖
武
天
皇
、
天
平
十
一
年
二
月
二
十
六
日

イ
ヨ
イ
ヲ

マ

ソ
ク
イ
ン

詔
し
て
曰
く
、
皇
后
、
寝
膳
安
か
ら
ず
、
弥
々
疲
労
を
益
す
。
朕
、
此
の
苦
を
見
て
、
情
甚
だ
側
隠
す
。
宜
し
く
天
下
に
大
赦
し
て
病
患
を
救
済
す
へ

イ
ヌ

ヘ
キ

コ
ト
ゴ
ト

し
。
天
平
十
一
年
二
月
廿
六
日
戌
の
時
よ
り
以
前
の
、
大
辞
罪
以
下
お
よ
び
八
虐
、
常
赦
の
免
ぜ
ざ
る
所
の
者
も
威
く
こ
れ
を
赦
除
す
。
そ
の
廃
疾

ヨ
ツ

の
徒
、
自
存
す
る
能
は
ざ
る
者
に
は
量
り
て
賑
伽
を
加
ふ
。
価
て
長
官
を
し
て
親
し
く
自
ら
慰
問
し
て
湯
薬
を
量
り
給
は
し
む
。
僧
尼
も
亦
同
じ
。
壬

圭
ン
令
〆

や
ン
、
〆

ア
エ

モ
方
夕

辰
。
勅
す
ら
く
、
二
月
廿
六
日
の
赦
書
に
云
く
、
敢
て
赦
前
の
事
を
以
て
告
げ
言
す
者
は
其
の
罪
を
以
て
こ
れ
を
罪
せ
ん
、
と
。
宜
し
く
暫
く
停
む
く

シ
パ
ラ

ホ
シ
イ
マ
マ

ユ
ル

し
。
若
し
百
姓
、
心
に
私
愁
を
懐
き
て
披
陳
せ
ん
と
欲
す
る
者
は
盗
に
こ
れ
を
聴
せ
。
巡
察
使
、
宜
し
く
事
に
随
ひ
て
問
知
し
、
状
を
具
さ
に
し
て

ツ
プ

録
し
奏
す
べ
し
。
赦
書
に
依
り
て
告
人
を
罪
す
る
こ
と
勿
れ
、
と
。
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巻
十
九
、
孝
謙
天
皇
、
天
平
勝
宝
五
年
四
月
十
五
日

ヤ
ヤ

ヒ

オ
モ
エ
ラ
ク

詔
し
て
曰
く
、
頃
者
、
皇
太
后
寝
膳
安
か
ら
ざ
る
こ
と
梢
旬
月
匡
延
く
。
壜
楽
を
用
ゐ
て
療
治
す
と
錐
も
、
猶
、
未
だ
平
復
せ
ず
。
以
為
、
政
治
宜
し

。
ノ
コ
ロ

ア
ニ

パ
ツ

き
を
失
ひ
、
罪
に
罹
る
こ
と
徒
ら
に
あ
り
。
天
こ
の
爵
を
遣
し
、
朕
が
身
を
警
戒
す
、
と
。
そ
れ
母
子
の
慈
は
貴
賤
承
な
同
じ
、
犯
罪
の
徒
、
豈
ひ
と

カ
カ

リ
親
な
か
ら
ん
や
。
庶
く
は
悉
く
洗
漉
し
て
憂
苦
を
救
ば
ん
と
欲
す
。
宜
し
く
天
下
に
大
赦
す
罰
へ
し
。
常
赦
の
免
ぜ
ざ
る
所
の
者
も
み
な
悉
く
赦
除
せ

ヂ
キ

セ
ッ
ト
ウ

よ
・
但
し
其
の
父
母
を
殺
し
、
仏
の
尊
像
を
段
ち
、
及
び
強
盗
・
窺
盗
は
此
の
例
に
あ
ら
ざ
れ
。
若
し
死
に
入
る
こ
と
あ
ら
ば
一
等
を
減
ぜ
よ
、
と
。

巻
十
九
、
孝
謙
天
皇
、
天
平
勝
宝
六
年
七
月
十
三
日
‐

ヤ
ヤ

ヒ

カ
ン
ソ
ウ
オ
モ
イ
マ
『
て
‐

詔
し
て
曰
く
、
頃
者
、
太
皇
太
后
枕
席
安
か
ら
ざ
る
こ
と
梢
旬
月
に
延
く
。
百
方
救
療
す
る
も
な
ほ
未
だ
平
復
せ
ず
。
感
信
の
懐
、
良
に
深
き
こ
と
種

コ
ノ
コ
ロ

オ
ン
ピ
ン

リ
な
し
。
朕
聞
く
、
皇
天
は
徳
を
輔
け
、
徳
は
不
祥
》
』
勝
つ
、
と
。
庶
く
は
慈
令
を
施
し
て
宝
体
を
資
け
奉
り
、
寝
膳
を
し
て
常
の
如
く
、
起
居
穏
便

セ
ッ
ト
ウ

な
ら
し
め
ん
と
欲
す
。
天
下
に
大
赦
す
べ
し
。
但
し
、
八
虐
、
故
殺
人
、
私
鋳
銭
、
強
盗
・
霜
盗
、
常
赦
の
免
ぜ
ざ
る
所
の
者
は
赦
の
限
り
に
あ
ら
ざ

れ
、
と
。
此
の
日
、
僧
一
百
人
・
尼
七
人
を
度
す
。

巻
十
九
、
孝
謙
天
皇
、
天
平
勝
宝
七
年
十
月
二
十
一
日

ソ
ム

ヒ
ソ
コ
ォ
モ

ソ
ク
イ
ン

勅
し
て
曰
く
、
皆
の
間
、
太
上
天
皇
、
枕
席
安
か
ら
ず
、
寝
膳
宜
し
き
に
乖
け
り
。
朕
、
霧
か
に
弦
れ
を
念
ひ
て
、
情
深
く
側
隠
せ
り
。
そ
れ
病
を
救

コ
ノ
ゴ
ロ

や
ン

ふ
に
方
は
、
た
だ
恵
を
施
す
に
あ
り
。
延
命
の
要
は
、
苦
を
済
ふ
に
若
く
は
な
し
。
宜
し
く
天
下
に
大
赦
す
べ
し
。
其
の
犯
八
虐
、
故
殺
人
、
私
鋳

ミ
チ

カ
ン
カ
ケ
イ
ド
ク

銭
、
強
盗
・
講
盗
、
常
赦
の
免
ぜ
ざ
る
所
の
者
は
赦
の
例
に
あ
ら
ざ
れ
．
但
し
死
罪
に
入
ら
ん
者
は
一
等
を
減
ぜ
よ
。
鰈
寡
嘩
独
・
貧
窮
老
疾
の
自
存

セ
ッ
ト
ウ

カ
イ
ニ
チ

す
る
こ
と
能
は
ざ
る
者
に
は
、
量
り
て
賑
伽
を
加
へ
、
兼
ね
て
湯
薬
を
給
せ
よ
．
ま
た
今
日
よ
り
始
め
て
来
る
十
二
月
晦
日
に
至
る
ま
で
殺
生
を
禁
断

巻
十
九
へ
孝
謙
天
皇
、
天
平
勝
宝
八
年
四
月
十
四
日

ジ
ユ
ン
ニ
チ
上

片
グ

シ

勅
し
て
曰
く
、
頃
者
、
太
上
天
皇
の
聖
体
不
豫
、
漸
く
旬
日
に
延
い
て
な
ほ
未
だ
平
復
せ
ず
。
聞
く
な
ら
く
、
災
を
鎖
し
を
致
す
は
仁
風
に
如
く
は
な

セ
ッ
ト
ウ

く
、
病
を
救
ひ
年
を
延
ぶ
る
は
実
に
徳
政
に
資
れ
り
、
と
。
天
下
に
大
赦
す
べ
し
。
但
し
犯
八
虐
、
故
殺
人
、
私
鋳
銭
、
強
盗
・
霜
盗
、
常
赦
の
免
ぜ

ヨ

ゾ
ウ

カ
ン
カ
ケ
イ
ド
ク

ざ
る
所
の
者
は
、
赦
の
例
に
あ
ら
ざ
れ
。
若
し
畷
を
以
て
死
に
入
ら
ぱ
一
等
を
減
ぜ
よ
。
郷
寡
惇
独
・
貧
窮
老
疾
の
自
存
す
る
能
は
ざ
る
者
に
は
、
量

り年
にを

在延
らぶ
ざ、
れと
、g

と是
0ユー

シ
ヨ
占
夕

詔
し
て
曰
く
、
頃
者
、
太
上
天
皇
、
枕
席
穏
か
な
ら
ず
。
是
に
由
り
て
七
ヶ
日
の
間
四
十
九
の
賢
僧
を
新
薬
師
寺
に
屈
請
し
、
続
命
の
法
に
依
り
て
斎

。
ノ
コ
ロ

ゾ
ウ
ル
イ
シ
ユ
ジ
ヲ
ウ

オ
ノ
オ
ノ

を
設
け
行
道
す
。
仰
ぎ
願
く
は
、
聖
躰
平
復
し
、
宝
寿
長
久
な
ら
ん
こ
と
を
。
経
に
云
ふ
、
苦
を
受
く
る
雑
類
の
衆
生
を
救
済
せ
ぱ
各
病
を
免
れ
て

ギ
ヨ
ウ
ド
ウ

セ
イ
タ
イ

ゴ
ウ
セ
ッ

年
を
延
ぶ
、
と
。
是
を
以
て
、
教
に
依
り
て
天
下
に
大
赦
す
。
但
し
犯
八
虐
、
故
殺
人
、
私
鋳
銭
、
強
禧
一
盗
、
常
赦
の
免
ぜ
ざ
る
所
の
者
は
赦
の
限

せ
よ
、
と
。
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巻
三
十
六
、
光
仁
天
皇
、
天
応
元
年
三
月
廿
五
日

ヤ
ウ
ヤ
カ
イ
サ
ク

詔
し
て
曰
く
、
朕
、
枕
席
安
か
ら
ず
梢
く
晦
朔
を
移
せ
り
。
医
療
を
加
ふ
と
雛
も
い
ま
だ
効
験
あ
ら
ず
。
天
下
に
大
赦
す
べ
し
。
天
応
元
年
二
一
月
廿
五

イ

ィ
ケ
ッ
シ
ヨ
ウ
ケ
ッ
シ
ヨ
ウ

ゲ
ン
卜
コ
ト
ゴ
ト

日
の
昧
爽
よ
り
以
前
の
大
畔
以
下
、
罪
軽
重
と
な
く
、
已
発
覚
・
未
発
覚
、
已
結
正
・
未
結
正
、
繋
囚
の
見
徒
、
威
く
こ
れ
を
赦
除
せ
よ
〕
但
し
八

ゴ
ウ
セ
ッ

虐
、
故
殺
・
謀
殺
人
、
私
鋳
銭
、
強
鱈
二
盗
の
常
赦
に
免
ぜ
ざ
る
者
は
赦
の
限
り
に
あ
ら
ざ
れ
、
と
。

巻
三
十
六
、
桓
武
天
皇
、
天
応
元
年
十
二
月
廿
日

ゴ
ノ
コ
ロ

コ
ト
ゴ
ト

ケ
ポ
ヘ
イ
ア
イ
ッ

詔
し
て
曰
く
、
：
…
：
…
・
頃
者
、
太
上
天
皇
、
聖
体
不
豫
に
し
て
宗
社
尽
く
祷
り
て
珪
幣
相
尋
ぎ
、
頻
り
に
晦
朔
を
移
す
も
未
だ
効
顕
を
見
ず
。
願

カ
イ
サ
ク

ア
ヤ
マ
チ

ス
ナ
ワ
ザ
ン
テ
キ

承
惟
ふ
に
虚
薄
に
し
て
責
は
朕
が
躬
に
在
り
。
事
を
撫
し
て
侭
を
思
ひ
、
載
ち
葱
楊
を
懐
け
り
。
霊
あ
る
の
類
は
人
よ
り
重
は
な
し
。
刑
罰
或
は
差タ

ガ

巻
二
十
、
孝
謙
天
皇
、
天
平
宝
字
二
年
七
月
四
日

コ
ノ
コ
ロ

ス
ク
ジ
ン
ジ
・
ン
ナ

勅
す
ら
く
、
比
来
、
皇
太
后
寝
膳
安
か
ら
ず
、
梢
旬
日
を
経
ぬ
。
朕
、
思
ふ
に
年
を
延
べ
疾
を
済
ふ
は
仁
慈
に
若
く
は
莫
し
。
宜
し
く
天
下
諸
国
を
し

シ
ン
ギ
ョ

て
今
日
よ
り
始
め
て
今
年
十
二
月
三
十
日
に
い
た
る
ま
で
殺
生
を
禁
断
せ
し
む
く
し
。
ま
た
猪
鹿
の
類
を
以
て
永
く
進
御
す
る
を
得
ざ
ら
し
む
、
と
。

ま
た
勅
し
て
、
思
ふ
所
あ
る
に
縁
り
て
、
官
奴
脾
井
び
に
紫
微
中
台
の
奴
脾
を
免
じ
て
、
承
な
悉
く
良
に
従
は
し
む
。

巻
二
十
二
、
淳
仁
天
皇
、
天
平
宝
字
四
年
三
月
十
三
日

ハ
フ
リ
ペ
オ
ノ
オ
ノ
ヤ
シ
ロ
イ
ノ

皇
太
后
御
体
不
豫
な
り
。
宜
し
く
天
神
地
祇
を
祭
る
雲
へ
し
。
諸
の
祝
部
ら
各
そ
の
社
に
祷
り
て
聖
体
を
し
て
安
穏
平
復
せ
し
め
ん
と
欲
す
。
是
を
以

ネ
ギ
ウ
チ
ウ
ド
モ
ノ
イ
ミ

て
、
太
神
宮
の
祢
宜
・
内
人
・
物
忌
よ
り
諸
社
の
祝
部
に
至
る
ま
で
に
爵
一
級
を
賜
ふ
。
普
く
告
げ
て
こ
れ
を
知
ら
し
め
よ
、
と
．
閏
四
月
丁
亥
。
仁

汁
イ

ゾ
ウ
ヤ
ク
ヒ
シ
ミ
ッ

ソ
ム

正
皇
太
后
、
使
を
五
大
寺
に
遣
し
て
寺
ご
と
に
雑
薬
二
櫃
・
蜜
一
缶
を
施
す
。
皇
太
后
の
寝
膳
和
に
乖
け
る
を
以
て
な
り
。

巻
三
十
五
、
光
仁
天
皇
、
宝
亀
九
年
三
月
二
十
日

ソ

ソ
ム

コ
．
ウ
ゴ

東
大
・
西
大
・
西
隆
の
三
寺
に
諦
経
せ
し
む
。
皇
太
子
の
寝
膳
和
に
乖
け
る
を
以
て
な
り
。
庚
午
。
勅
し
て
曰
く
、
頃
者
、
皇
太
子
、
病
に
沈
象
て
安

コ
ノ
コ
ロ

ヤ
ウ
ヤ

キ
ク
ナ
ラ
ク

ミ
チ

か
ら
ざ
る
こ
と
梢
く
数
月
を
経
た
り
。
医
療
を
加
ふ
と
錐
も
な
ほ
未
だ
平
復
せ
ず
。
如
聞
、
病
を
救
ふ
の
方
は
実
に
徳
政
に
由
り
、
命
を
延
す
の
術
は

慈
令
に
如
く
は
な
し
、
と
。
宜
し
く
天
下
に
大
赦
す
べ
し
。
宝
亀
九
年
三
月
二
十
四
日
の
昧
爽
よ
り
以
前
の
大
屏
已
下
、
罪
の
軽
重
と
な
く
、
未
発

イ

イ

ケ
ッ
シ
ヲ
ウ
イ

ゲ
ン
ト
．
服
ゴ
ト

ゴ
ウ
セ
ッ

覚
・
已
発
覚
、
未
結
正
・
已
結
正
、
繋
囚
の
見
徒
、
威
く
赦
除
せ
よ
。
但
し
八
虐
・
故
殺
人
・
私
鋳
銭
・
強
績
二
盗
、
常
赦
の
免
ぜ
ざ
る
所
の
者
は
赦

モ
ウ

の
限
り
に
あ
ら
ざ
れ
。
若
し
死
に
入
る
者
は
一
等
を
降
せ
。
敢
へ
て
赦
前
の
事
を
以
て
告
げ
言
す
者
は
、
そ
の
罪
を
以
て
こ
れ
を
罪
せ
ん
、
と
。
ま
た

，
キ
ユ
ウ
フ
シ

皇
太
子
の
た
め
に
三
十
人
を
度
し
て
出
家
せ
し
む
。
癸
酉
。
大
我
す
。
使
を
適
し
て
幣
を
伊
勢
大
神
宮
及
び
天
下
諸
神
に
奉
ら
し
む
。
皇
太
子
、
平
ら

か
な
ら
ざ
る
を
以
て
な
り
。

り
て
賑
伽
を
加
へ
よ
・
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＊
二
『
続
日
本
紀
』
に
承
ら
れ
る
疫
病
の
諸
国
流
行
の
際
の
治
療

巻
三
、
文
武
天
皇
、
慶
雲
二
年
の
さ
い
ご

シ
ン
ジ
ニ
ツ

是
の
年
、
諸
国
廿
、
飢
疫
す
。
並
び
に
医
療
を
加
え
て
賑
佃
す
？

巻
三
、
文
武
天
皇
、
慶
雲
三
年
の
さ
い
ご

オ
オ
ナ
ギ

是
の
年
、
天
下
諸
国
、
疫
疾
あ
り
て
、
百
姓
多
く
死
す
。
始
め
て
土
牛
を
作
り
て
大
慨
す
。

巻
三
、
文
武
天
皇
、
慶
雲
四
年
四
月
二
九
日

天
下
疫
飢
す
。
詔
し
て
賑
仙
を
加
ふ
。
但
し
丹
波
、
出
雲
、
石
見
、
の
三
国
尤
も
甚
し
。
幣
帛
を
諸
社
に
奉
る
。
ま
た
京
畿
お
よ
び
諸
国
の
寺
を
し
て

巻
十
一
、
聖
武
天
皇
、
天
平
｝

是
年
。
左
右
京
お
よ
び
諸
［

巻
十
二
、
聖
武
天
皇
、
天
平
Ｌ

幸
や
、
〆

是
の
歳
、
年
頗
る
稔
ら
ず
。

巻
十
二
、
聖
武
天
皇
、
天
平
一

大
宰
官
内
の
諸
国
、
疫
瘡
叶

湯
薬
を
給
い
て
療
せ
し
む
。

巻
十
二
、
聖
武
天
皇
、
天
平
九
年
の
さ
い
ご

オ
コ

ア
ゲ

是
の
年
の
春
、
疫
瘡
大
い
に
発
る
。
初
め
筑
紫
よ
り
来
り
夏
を
経
、
秋
に
渉
り
て
、
公
郷
以
下
天
下
の
百
姓
相
続
ぎ
て
没
す
る
こ
と
勝
て
計
ふ
く
か
ら

ず
。
近
代
以
来
い
ま
だ
こ
れ
あ
ら
ざ
る
な
り

巻
廿
二
、
淳
仁
天
皇
、
天
平
宝
字
四
年
三
月
廿
六
日

伊
勢
、
近
江
、
美
濃
八
若
狭
、
伯
耆
、
播
磨
、
備
中
、
備
後
、
安
芸
、
紀
伊
、
淡
路
、
讃
岐
、
伊
予
等
の
十
五
国
疫
す
“
こ
れ
を
賑
給
す
。

メ
ン
カ
ン

モ
ツ

は
ぱ
乃
ち
冤
感
を
致
さ
ん
。
思
ふ
に
恵
沢
を
降
し
て
式
て
聖
躬
を
資
け
ん
こ
と
を
。
天
下
に
大
赦
す
べ
し
．
天
応
元
年
十
二
月
廿
日
の
昧
爽
よ
り
以
前

イ

イ
ケ
ッ
シ
ヨ
ウ

ゲ
ン
ト

ゴ
ウ
セ
ッ

の
大
辞
以
下
の
罪
軽
重
と
な
く
、
已
発
覚
・
未
発
覚
、
已
結
正
・
未
結
正
、
繋
囚
の
見
徒
・
私
鋳
銭
・
八
虐
・
故
殺
・
強
霧
二
盗
の
常
赦
に
免
ぜ
ざ
る

コ
ト
ゴ
ト

所
の
者
も
威
く
皆
赦
除
せ
よ
、
と
。

天
下
疫
飢
す
。

ド
キ
ヨ
ウ

読
経
せ
し
む
．

聖
武
天
皇
、
天
平
五
年
の
さ
い
ご

左
右
京
お
よ
び
諸
国
飢
疫
す
る
者
衆
し
、
並
び
に
賑
賃
を
加
う
。

聖
武
天
皇
、
天
平
七
年
の
さ
い
ご

幸
や
、
ノ

エ
ン
ヅ
ソ
ウ

モ
力
洋
‐

、
年
頗
る
稔
ら
ず
。
夏
よ
り
冬
に
至
る
ま
で
、
天
下
鋺
豆
瘡
（
俗
に
裳
瘡
と
い
う
）
を
患
ひ
て
天
死
せ
る
者
多
し
。

聖
武
天
皇
、
天
平
九
年
四
月
十
九
日

内
の
諸
国
、
疫
瘡
時
行
し
て
百
姓
多
く
死
す
。
詔
し
て
幣
を
部
内
の
諸
社
に
奉
り
て
以
て
祈
祷
せ
し
む
．
ま
た
貧
疫
の
家
を
賑
仙
し
、

並
び
に

（15）129



胃
邑
二
巨
房
異
巨
Ｑ

●

で
○
〕
固
房
○
局
く
一
①
一
含
弄

シ
計
酌
尉
芦
二
局

、

胆
局
①
囚
弄
①
車
可
○
奇
○
口
ゞ

○
目
寓
邑
①
Ｑ
一
，
四
一
の
四
円
⑦

、
⑦
○
○
旨
・
一
言
〕
痔
寄

胃
百
○
｝
巨
ユ
①
Ｑ
叩
（
罠
）
井
守

巻
廿
五
、
淳
仁
天
皇
、
天
平
宝
字
八
年
八
月
九
日

山
陽
、
南
海
の
二
道
諸
国
旱
疫
す
。
丙
子
。
石
見
国
疫
す
。
こ
れ
を
賑
給
す
。

巻
三
十
三
、
光
仁
天
皇
、
宝
亀
五
年
四
月
十
一
日

キ
ク
テ
ラ
ク

オ
オ

コ
コ
コ
レ
オ
モ

勅
し
て
曰
く
、
如
聞
、
天
下
諸
国
疾
疫
の
者
衆
し
。
医
療
を
加
う
と
雄
も
な
ほ
未
だ
復
せ
ず
。
朕
、
宇
宙
に
君
臨
し
黎
元
を
子
育
す
。
興
言
に
此
を
念

ゴ
ミ

マ
カ
ハ
ン
ニ
ヤ
ハ
ラ
ミ
ツ

っ
て
膳
罧
労
を
な
せ
り
。
其
れ
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
は
諸
仏
の
母
な
り
。
天
子
こ
れ
を
念
ず
れ
ば
則
ち
兵
革
災
害
国
中
に
入
ら
ず
。
庶
人
こ
れ
を
念
ず
れ

レ
イ
キ

ソ

タ
ン
セ
ッ

オ
モ
ホ

ぱ
則
ち
疾
疫
瘤
鬼
家
内
に
入
ら
ず
、
と
。
此
の
慈
悲
に
渥
き
て
彼
の
短
折
を
救
は
ん
こ
と
を
思
欲
す
。
宜
し
く
天
下
諸
国
に
告
げ
て
、
男
女
老
少
を
論

コ
ト
ゴ
ト

千
ウ

ソ
ウ

ぜ
ず
、
起
座
行
歩
、
威
く
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
を
念
謂
せ
し
む
く
し
。
其
の
文
武
百
官
、
朝
に
向
い
曹
に
赴
く
道
次
の
上
、
お
よ
び
公
務
の
余
、
常
に
必

コ
イ
ネ
ガ
ハ

カ
ジ

ず
念
謂
せ
よ
。
庶
く
は
陰
陽
序
に
叶
い
て
寒
温
気
を
調
へ
疾
疫
の
災
な
く
、
人
に
天
年
の
寿
を
遂
げ
し
め
ん
こ
と
を
。
普
く
遇
通
に
告
げ
て
朕
が
意

を
知
ら
し
め
よ
、
と

ｍ
戸
己
く
○
昌
昏
①
目
印
巳
８
－
６
胃
①
Ｑ
巨
局
冒
函
芽
①
ｚ
胃
四
国
国
吾
①
色
巨
ｇ
ｏ
円
昌
閏
唱
①
＄
言
匡
〕
吾
①
胃
の
ぐ
色
登
胃
逼

ｗ
与
含
弄
○
も
』
，
③
い
①
国
詳
一
〕
一
切
○
一
ミ
目
ぐ
岸
③
一
之
○
昌
号
毒
①
助
ｅ
再
巨
蝕
』
の
○
国
Ｑ
一
再
一
○
旨
い
○
局
胃
昌
⑦
邑
葺
○
四
一
○
脚
弓
①
〔
一
二
局
』
国
、
詳
毒
國
骨
も
①
再
一
○
」
．

○

号
①
四
目
号
○
吋
、
冒
島
凰
忌
①
冒
昌
曼
嗣
○
弓
①
四
国
、
屋
冒
二
．
己
の
庁
目
印
員
め
言
員
署
９
．
⑦
日
ご
○
９
月
旦
目
己
冨
二
四

○
口
吾
①
シ
鳥
画
も
①
弓
旨
昌
、
国
５
吋
①
、
昌
尉
善
○
乏
只
一
吾
昌
昏
句
開
目
目
〕
く
旨
四
二
⑦
冒
月
塑
釣
一
ｍ
○
一
〕
四
Ｇ
画
旨
］
員
乞
四
ｇ

●

も

痔
昏
①

芹
彦
①

四
匡
昏
目
“
８
昌
月
員
『
貝
⑦
ｇ
ｏ
昌
昏
①
月
日
巴
８
昌
包
嵐
○
旨
、
島
冒
⑦
ｇ
ｏ
巴
８
月
冒
吾
⑦
ｚ
酌
国
の
国
．
弓
宣
切

吾
８
国
①
堕
閏
己
冒
の
ｇ
ｏ
烏
昏
昌
⑦
回
邑
制
昌
昌
言
○
号
』
８
」
８
］
四
で
Ｐ
員
Ｇ
）
牙
①
目
①
吾
○
号
９
日
①
ｇ
ｏ
巴

●

■
。

○
国
阜
吊
色
の
ロ
国
一
の
○
ご
呂
嘩
○
国
の
○
開
冒
の
島
の
巴
の
四
円
①

Ｑ
巨
凰
邑
頤
庁
彦
①
ｚ
画
禺
四
国
禺
四

げ
き
尿
箆
○
｝
戸
の
ご
〔
肖
門
ン

（
神
奈
川
県
予
防
医
学
協
会
）
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Families;and(3)themedicalcarewhenmorethantenpreibctureswere

Theresultsofthestudyshowthatlittlemedicinewasusedandthat

averyimportantmethodofmedicalcareduringthatperiod.

careusedbythelmperial

effbctedbyanepidemic.

exorcismandprayerwere

（
ト
『
）

閂
、
［


